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第1章 消防施設の個別施設計画について 

1-1  背景 

本市の公共施設（建物系）とインフラ（以下「公共施設等」と総称する。）は、高度経済成長を背景に

人口の増加や行政需要の拡大に比例する形で整備されてきました。実際、昭和４０年代半ばから５０

年代後半にかけての建設・整備が集中しています。これらの公共施設等は、年月の経過に伴い老朽

化が進行し、一斉に更新の時期を迎えます。 

そのようなことから、本市では、公共施設等を総合的かつ計画的な管理を推進するために、国か

らの公共施設等総合管理計画の策定要請を受け、「取手市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管

理計画」という。）を平成２８年（2016）７月に策定し、令和４年（2022）３月には、施設の現状を勘

案しながらの施設評価による適正配置方針や、「施設のあり方の検討時期」、「修繕・改修周期の考え

方」など、維持・保全の基本方針などを示した、「取手市公共施設等総合管理計画第１次行動計画」

（以下「第１次行動計画」という。）を策定しました。 

1-2  計画の目的 

消防施設個別施設計画は、第１次行動計画において、個別施設計画に求められた施設の現状を勘

案しながら施設評価による適正配置方針や、維持・保全の基本方針などを踏まえ施設ごとの再配置

や保全のスケジュールについて、施設の状態を把握し、状態に合わせた施設整備の水準を示し、施設

が目指すべき姿に向けた行動計画を検討します。 
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1-3  計画の位置づけ 

本計画は、平成２５年（2013）１１月に国土交通省から公表された、「インフラ長寿命化基本計画」

と、その後、総務省が地方公共団体に対し策定を要請した個別施設計画として位置づけます。 

また、総合管理計画で掲げた、今後の人口動向や厳しい財政見通しを踏まえて、3 つの基本理念・

方針や、試算の結果、長寿命化や保全による基準の見直しを行っても、既存の施設をすべて維持す

ることはできないことから、当市の財政状況で更新等にかかる費用を賄えるまで施設量を縮減する

必要があるとして設定した縮減目標の実施計画と位置づけます。 

 

 図表 １-１ 計画の位置づけ 

 

 

1-4  計画期間 

令和６年度（20２４）から令和１５年度（20３３）の１０年間 

本計画は今後１０年間の消防施設の維持・更新についての方針を示すものであり、上位計画であ

る総合計画、総合管理計画などと整合を図るため、これらの計画の見直しにより修正すべき内容は

適宜見直していきます。 

また、老朽化した施設が多いことから、必要な場合、随時見直すことが想定されます。 
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1-5  対象施設 

本計画の対象施設（消防施設）は消防本部及び消防署（以下「消防本部施設」という。）５か所、消防団車

庫及び水防資機材庫（以下「消防団施設」という。）３８か所の合計４３施設です。 

図表 1-２ 対象施設 

施設名 延床面積（㎡） 所管課 

消防本部・取手消防署（庁舎・訓練棟） ２，５１３ 消防総務課 

戸頭消防署 庁舎 ８５０ 消防総務課 

吉田消防署（庁舎・機械室・倉庫） １，０３５ 消防総務課 

椚木消防署（庁舎・機械室・倉庫） １，３７３ 消防総務課 

椚木消防署 宮和田出張所 庁舎 ７５０ 消防総務課 

消防団車庫（１分団） ９5 消防総務課 

消防団車庫（２分団） ４5 消防総務課 

消防団車庫（３分団） ７８ 消防総務課 

消防団車庫（４分団） ９７ 消防総務課 

消防団車庫（６分団） １３7 消防総務課 

消防団車庫（７分団） ６９ 消防総務課 

消防団車庫（８分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（９分団） ４8 消防総務課 

消防団車庫（１０分団） ３６ 消防総務課 

消防団車庫（１１分団） ２4 消防総務課 

消防団車庫（１２分団） ３６ 消防総務課 

消防団車庫（１３分団） ６４ 消防総務課 

消防団車庫（１４分団） ２２ 消防総務課 

消防団車庫（１５分団） ３０ 消防総務課 

消防団車庫（１６分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（１７分団） ２4 消防総務課 

消防団車庫（１８分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（１９分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（２０分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（２１分団） ６９  消防総務課 

消防団車庫（２２分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（２６分団） ６５ 消防総務課 

消防団車庫（２７分団） ３2 消防総務課 

  



 

4 

施設名 延床面積（㎡） 所管課 

消防団車庫（２８分団） ３7 消防総務課 

消防団車庫（２９分団） ２９ 消防総務課 

消防団車庫（３０分団） ３1 消防総務課 

消防団車庫（３１分団） ２８  消防総務課 

消防団車庫（３２分団） ３6  消防総務課 

消防団車庫（３３分団） 36  消防総務課 

消防団車庫（３４分団） 27  消防総務課 

消防団車庫（３５分団） 40  消防総務課 

消防団車庫（３６分団） ３6  消防総務課 

消防団車庫（３７分団）  ２９ 消防総務課 

消防団車庫（旧５分団） ６９  消防総務課 

消防団車庫（旧２３分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（旧２４分団） ２３ 消防総務課 

消防団車庫（旧２５分団） ２２  消防総務課 

小堀水防資機材庫 ２3  消防総務課 
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第2章 消防施設の目指すべき姿 

消防本部施設は、火災、救急、救助等の災害時の活動拠点であり、日々発生する消火、救急、救助

活動をはじめ、いつ起こるかわからない災害などに迅速に対応するため、２４時間稼働しています。

そのため、効率的で迅速に業務が遂行でき、実践的で効果的な訓練が可能な各種訓練施設等を備え

るなど、機能性が高く消防力が向上する庁舎が求められています。       

消防団施設は消防本部や消防署と同様の消防機関で、地域における消防防災のリーダーとして、

平常時・非常時を問わずその地域に密着し、市民の安心と安全を守るという重要な役割を担ってい

ます。 

消防施設には、防災拠点施設機能、事務所機能、充実した訓練施設、利用者ニーズへの配慮や環

境に優しく経済性に優れた施設等の機能が求められています。 

これらを踏まえ、以下のとおり消防施設の目指すべき姿となる（１）から（４）を設定します。 

  

（1）  安全安心な施設 

劣化が進む部位の点検を行い、老朽化する施設に適切な保全を行うことで、安全安心な施

設を目指します。 

（2） 防災拠点としての施設 

近年の大規模な自然災害から、市民の安全安心を守る消防行政サービスの拠点を目指しま

す。 

（3） 持続可能な施設 

設備の更新、改修時においては、省エネルギー性能の優れた設備導入などにより、環境負荷

の低減に配慮した、持続可能な施設を目指します。 

（4） 環境変化に対応した施設 

人口減少等による利用需要の変化に応じた効率的・効果的環境の整備を目指します。 
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参考として、「取手市公共施設等総合管理計画」（平成 28 年（２０１６）７月策定）に掲載されている消

防施設の課題の内、未対応の課題と、改善の方向性は以下のとおりです。 

 

課題 

・ 消防団車庫は築 30 年以上を経過した施設が約半数あるため、更新が必要となっています。 

・ 消防庁舎には、十分に活用されていないスペースがあるため、さらに有効活用を図っていく必

要があります。 

・ 消防組織法により、消防の広域化が推進されており、今後その対応が必要となります。 

 

改善の方向性 

・ 消防署は市民の安全・安心な暮らしを守る消防活動等の重要な拠点施設であり、今後長期に

使用できるよう、計画的な保全の考え方に基づく改修等を実施し、長寿命化を図り機能を維持

していきます。併せて、バリアフリー化や環境に配慮した仕様を検討していきます。 

・ 消防庁舎の更新の際には、対象地域の人口、世帯数の推移や道路の整備状況を踏まえて、再

配置を含め計画を検討していきます。 

・ 消防団車庫は、緊急・災害時における地域に密着した消防団員の詰所となるため、消防団員の

確保も含め、消防活動等を行う機能を維持していきます。 

・ 消防庁舎の活用されていないスペースの有効活用を検討していきます。 

・ 消防の広域化への対応を検討していきます。 
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第3章 消防施設の状態等 

3-1  施設の運営状況・活用実況等の実態 

（1） 取手市の将来人口の推移 

① 市内総人口 

市の総人口は、平成10年(1998)の11.8 万人をピークに減少傾向にあり、令和 22年(2040)

には約 4 分の 3 に減少し、2.8 人に 1 人が老齢人口(65 歳以上)になると予想されています。 

図表 3-1 人口状況 

 

出典：第六次取手市総合計画 基本計画「とりで未来創造プラン 202４ 

② 人口減少推移による影響 

消防施設は、消防・救急活動において市域をカバーするため、人口減少率に関わらず施設を維持

する必要があります。 
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（2） 現在の利用状況 

図表 3-2 火災・救助出動件数 

 

 

図表 3-3 救急出動件数 
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（3） 利用状況の変化 

サービスの対象としては、全市民が対象です。火災及び救助の出動件数は概ね横ばいですが、救

急の出動件数については増加傾向にあります。 

（4） 消防施設の配置状況 

本計画の対象となる消防本部施設（５か所）、消防団施設（３８か所）の市内の配置状況は以下のとおり

です。 

※消防団の統廃合により、使用している消防団施設（車庫）は３３個分団。 

 

 

 

  

図表 3-4 消防施設の配置状況 

 
吉田消防署 

 
椚木消防署宮和田出張所 

 
椚木消防署 

 
消防本部・取手消防署 

 
戸頭消防署 

※消防団・水防倉庫施設は緑点で表示 
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（5） 消防施設の保有量 

① 消防施設の現状 

本市は平成 27 年（2015）時点で約 24.7 万㎡ の公共施設を保有しています。（市民一人あたり

2.27 ㎡） 

消防施設については、8,1１3 ㎡の公共施設があり、本市の公共建築物のうち行政系消防施設の

延床面積の割合は、約３％です。 

 

出典：取手市公共施設等総合管理計画 

 

  

図表 3-5 類型別公共施設保有割合 
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② 築年別整備状況（消防本部施設） 

● 取手市消防本部（取手消防署） 昭和６３年度（１９８８）建築 

平成元年度（１９８９）開署 

令和元年度（２０１９）大規模改修工事 

 

● 戸頭消防署  昭和５０年（１９７５）建築 

昭和５０年度（１９７５）開署 

平成２７年度（２０１５）耐震補強工事 

令和４年度（２０２２）改修工事 

 

● 吉田消防署  昭和５５年度（１９８０）建築 

昭和５６年度（１９８１）開署 

平成２６年度（２０１４）耐震補強工事 

令和３年度（２０２１）大規模改修工事 

 

● 椚木消防署  昭和５８年度（１９８３）建築 

昭和５８年度（１９８３）開署 

令和２年度(2020)大規模改修工事 

 

● 椚木消防署 宮和田出張所  平成４年度（１９９２）建築 

平成５年度（１９９３）開署 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 3-6 消防施設の地区年別整備状況 
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（6） 施設関連経費の推移 

令和元年度（2019）から令和４年度（2022）にかけ、消防本部施設（宮和田出張所を除く）の大規

模改修工事を実施したことで、その間の修繕費は増えていますが改修工事後の維持管理経費は大幅

に減少しております。また、光熱水費については、燃料費の高騰等はあるが、改修工事により消防庁

舎の照明をＬＥＤ化したことで、大きな変動はありません。 

  

図表 3-7 消防本部施設の施設関連経費の推移 
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（7） 今後の維持・更新コスト（従来型） 

消防施設について、従来どおりに管理し更新する場合にかかる費用について、総合管理計画に定

めた単価（従来型）により試算を行ったところ、今後の維持管理・更新コストは以下のようになりまし

た。 

 

図表 3-8 消防施設の今後の維持管理更新コスト（従来型）
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（8） 各施設の概要 
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施設名 地区 棟番号 建築年度 築後年数 延床面積 構造 劣化度

消防団車庫（1分団） 取手市新町一丁目3番 8023 2006 17 95 S造 34.12

消防団車庫（2分団） 取手市取手二丁目１４番２３号 8024 2004 19 45 S造 27.75

消防団車庫（3分団） 取手市取手一丁目１３番 8025 1996 27 78 S造 38.46

消防団車庫（4分団） 取手市取手二丁目１７番１号 8026 1993 30 97 S造 38.46

消防団車庫（6分団） 取手市白山二丁目６番２９号 8028 1977 46 137 S造 37.6

消防団車庫（7分団） 取手市井野８７６番地 8029 1996 27 69 S造 39.2

消防団車庫（8分団） 取手市吉田３６１番地 8030 1979 44 23 軽量S造 32

消防団車庫（9分団） 取手市小堀４２３０番地 8031 1980 43 48 S造 38

消防団車庫(10分団） 取手市市之代４９９番地１ 8032 1989 34 36 軽量S造 32

消防団車庫（11分団） 取手市上高井６１２番地１ 8033 2016 7 24 軽量S造 35

消防団車庫（12分団） 取手市下高井１３０７番地 8034 1984 39 36 軽量S造 32

消防団車庫（13分団） 取手市米ノ井３７４番地２ 8035 1990 33 64 S造 32

消防団車庫（14分団） 取手市戸頭１４３９番地１ 8036 2018 5 22 軽量S造 35

消防団車庫（15分団） 取手市野々井１４１８番地１ 8037 2017 6 30 軽量S造 35

消防団車庫（16分団） 取手市稲１１６３番地 8038 2006 17 23 軽量S造 32

消防団車庫（17分団） 取手市駒場三丁目１２番５号 8039 2016 7 24 軽量S造 35

消防団車庫（18分団） 取手市本郷三丁目１１番２０号 8040 1986 37 23 RC造 35

消防団車庫（19分団） 取手市桑原４６３番地 8041 2017 6 23 軽量S造 35

消防団車庫（20分団） 取手市桑原１０５６番地１ 8042 1983 40 23 軽量S造 50.67

消防団車庫（21分団） 取手市小文間４２３２番地 8043 2004 19 69 S造 47.08

消防団車庫（22分団） 取手市小文間４５０６番地１ 8044 1986 37 23 RC造 32

消防団車庫（26分団） 取手市東五丁目８番 8048 1976 47 65 S造 35

消防団車庫（27分団） 取手市岡９３９番地 8049 1989 34 32 軽量S造 32

消防団車庫（28分団） 取手市山王３１３番地 8050 1988 35 37 軽量S造 32

消防団車庫（29分団） 取手市神住８８３番地 8051 1976 47 29 軽量S造 32

消防団車庫（30分団） 取手市清水３７８番地１ 8052 1978 45 31 軽量S造 32

消防団車庫（31分団） 取手市中田７５２番地３ 8053 1977 46 28 軽量S造 32

消防団車庫（32分団） 取手市椚木９３１番地１２ 8054 1994 29 36 軽量S造 32

消防団車庫（33分団） 取手市宮和田３４３番地２ 8055 1993 30 36 軽量S造 32

消防団車庫（34分団） 取手市高須１９０番地１ 8056 1990 33 27 軽量S造 32

消防団車庫（35分団） 取手市浜田２５７番地１ 8057 1993 30 40 軽量S造 32

消防団車庫（36分団） 取手市新川２４７番地２ 8058 1999 24 36 軽量S造 32

消防団車庫（37分団） 取手市双葉2丁目3番 8059 1968 55 29 軽量S造 32

消防団車庫（旧5分団） 取手市台宿二丁目１８番１９号 8027 2001 22 69 S造 32

消防団車庫（旧23分団） 取手市小文間４６７７番地２ 8045 1985 38 23 軽量S造 50.67

消防団車庫（旧24分団） 取手市小文間３９４０番地１ 8046 1982 41 23 軽量S造 41.33

消防団車庫（旧25分団） 取手市井野台二丁目６番 8047 2019 4 22 軽量S造 32

小堀水防資機材庫 取手市小堀４２１０番地６４ 1978 45 23 軽量S造 44.86
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3-2  消防施設の劣化状況の実態 

消防施設の劣化状況につきましては、当市で導入している公共施設マネジメントシステム（以降、

「システム」という。）の総合劣化度を基準とします。 

（1） 総合劣化度 

統一的な基準で建物の劣化状況を把握するため、建物調査シート（巻末：参考資料）を用いて、建

物ごとに調査を実施します。調査の結果はシステムに入力します。システムは、入力結果から各建物

の部位ごとの劣化状況を a からｄで判定し、各部位の調査結果、築年数や改修状況を加味した、総合

劣化度を算出します。総合劣化度は、20 点から 100 点となり、点数が高いほど劣化が進行してい

ます。 

（2） 消防施設の総合劣化度一覧 

消防本部施設については 35 年～40 年の建築年数が経過しており、全体的に老朽化が進んでい

ましたが、令和元年度（2019）～令和４年度（2022）にかけて、宮和田出張所を除く消防本部施設

の大規模改修工事を順次実施しました。 

消防団施設については、第１次行動計画で示された「事後保全型の維持管理手法の考え方」に沿

い、不具合が認められた場合に適宜修繕を実施します。また、耐用年数を迎えた時点で建替え若しく

は廃止を検討することとしているため、総合劣化一覧（図表３－７）は消防本部施設のみとしていま

す。 
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図表 3-７ 消防本部施設の総合劣化一覧 
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120 消防本部・取手消防署 8011 取手消防署　訓練棟A 2023/7/18 60.00 34 a c d a a a

120 消防本部・取手消防署 8012 取手消防署　訓練棟B 2023/7/18 53.54 35 a c d a d a a
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124 椚木消防署　宮和田出張所 8021 椚木消防署　宮和田出張所 2023/8/7 40.18 30 a b a c a c a a a a a a a a a a a a a c a

122 吉田消防署 8015 吉田消防署 2023/7/24 38.73 43 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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第4章 施設整備の基本的な方針等 

4-1 施設の規模・配置計画等の方針 

（1） 消防施設の個別施設計画の基本方針 

今後の維持管理の取組みについては、総合管理計画で示された「公共施設等の管理に関する基本

的な考え方」及び第１次行動計画で示された「維持・保全の基本方針」に基づき実施していきます。 

消防本部施設は「予防保全型」施設とします。「第２章 消防施設の目指すべき姿」（１）安全安心な

施設で示したとおり、劣化が進む部位の点検を行い、老朽化する施設に適切な保全を行うことで、

安全安心な施設を目指します。消防団施設は「事後保全型」施設とします。緊急・災害時における地

域に密着した消防団員の詰所となるため、消防活動等を行う機能の維持を図るため、随時、老朽化

した施設の更新が必要となります。 

施設のあり方の検討は、消防本部（取手消防署）は令和 6 年度（２０２４）、宮和田出張所について

は令和 10 年度（２０２８）に施設のあり方の検討①を行い、今後施設を運用する期間を設定します。

建築後 35 年以上を経過した戸頭消防署、吉田消防署、椚木消防署については、令和 4 年度にあり

方の検討①を行い、長期的に使用すべき施設であると判断されています。 

耐用年数については、施設のあり方の検討①の際に、建物の構造別に標準耐用年数と目標耐用年

数を設定します。消防本部施設は標準耐用年数を６０年、目標耐用年数を８０年としており、予防保

全型維持管理を行い、躯体の健全性を確認のうえ、問題がなければ 80 年を適用します。消防団施

設については標準耐用年数を６０年とし、事後保全型維持管理を行います。 

長寿命化の方針としては、「第２章 消防施設の目指すべき姿」（２）防災拠点としての施設で示した

とおり、近年の大規模な自然災害から、市民の安全安心を守る消防行政サービスの拠点となるよう

進めてまいります。 

また、「第２章 消防施設の目指すべき姿」（３）持続可能な施設、及び（４）環境変化に対応した施設

に基づき、設備の更新、改修時における省エネルギー化や脱炭素化を推進しつつ、施設の配置・運営

方法の適正化についても検討を行い環境の変化に対応した施設を目指します。 

（2） 消防施設の規模・配置計画等の方針  

消防団車庫（旧２３分団、旧２４分団）については、本来の役割を終えているため、原則廃止するも

のとします。その他の消防施設については、市域をカバーするためには人口減少率に関わらず施設

数を維持する必要があるため、施設の縮小率は設定しませんが、施設のあり方の検討の際には、近

隣自治体との連携を含め、最適な配置・規模を検討します。 
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4-2  修繕・改修等の基本的な方針 

消防本部施設については、第１次行動計画で示された「予防保全型維持管理を実施する施設の修

繕・改修周期の考え方」のとおり実施していくことを基本的な方針とします。 

消防団施設については、同じく第１次行動計画で示された「事後保全型維持管理を実施する施設の

考え方」に沿い、点検・調査等により、不具合が認められた場合に適宜修繕を実施し、耐用年数を迎え

た時点で、建替え若しくは統廃合等を検討していくことを基本的な方針とします。 
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4-3  目標使用年数、改修周期の設定 

消防本部（取手消防署）については令和 6 年度（２０２４）、宮和田出張所については令和 10 年度

（２０２８）に施設のあり方の検討①を行い、今後施設を運用する期間を設定します。建築後 35 年以

上を経過した戸頭消防署、吉田消防署、椚木消防署については、令和 4 年度（２０２２）にあり方の検

討①を行い、標準耐用年数の 60 年まで必要な保全を行い使用していくことを決定しました。 

改修については、令和元年度（2019）～令和 4 年度（2022）にかけ、消防本部施設（宮和田出張

所を除く）の大規模改修工事を実施したことで、当面の間、大規模な改修は予定していないが、目標

耐用年数及び長寿命化を見据え、定期的な点検と、２０年ごとに周期的な修繕・改修工事を行うこと

を基本とします。 

消防団施設については、標準耐用年数である６０年まで適宜修繕等を行い、あり方の検討におい

て、建替え等を検討します。 

 

図表 4-1 修繕・改修のイメージ 

 

出典：第１次行動計画 
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第5章  基本的な方針を踏まえた施設整備の水準等 

5-1 改修等の整備水準 

 消防本部施設の基本方針 

消防本部施設（宮和田出張所を除く）は大規模改修工事を実施済で、宮和田出張所については令

和１０年（２０２８）にあり方の検討①を行い、施設の運用期間を決定後に大規模改修工事を検討しま

す。ここでは、経年劣化に対する復旧処置に加え、バリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入など、

社会的要求も可能な範囲で反映し、機能を回復、向上させます。 

消防団施設の基本方針 

消防団施設は、災害発生時の消防活動等の重要な拠点であるため、不具合が認められた場合は

適宜修繕、改修します。 

 

図表 5-1 整備水準 

項目 整備内容 

外壁・屋根 

・屋上防水の更新、断熱化 

・高耐久外壁塗装 

・外部開口部の更新及び遮熱化 

・外部鉄部の保護塗装 

内部 ・高耐久性・防カビ性クロス 

電気設備 ・LED 照明化（脱酸素化の推進とともに維持管理コストの低減化を図る） 

給排水設備 ・節水型衛生器具への更新 

空調設備 ・省エネルギー型への更新 

 

5-2  維持管理の項目・手法等 

消防施設を長期的に活用するために、適切な点検・診断を実施し、建物の劣化・損傷の把握に努め

ます。点検・診断の結果を踏まえて、「３－２ 消防施設の劣化状況の実態」に記載している評価指標

を用いて、老朽化状況の情報を更新します。点検・診断の方法については、建築基準法第 12 条によ

る法定点検のほか、職員による通常点検（目視点検等）及び専門業者による詳細点検等により行い

ます。 
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図表 5-２ 消防施設 各種点検実施表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査 

主体 
調査者 点検種別 実施時期 点検内容 

消 防 本部

総務課 

専門業者 

建 築 基 準 法 第

12 条に基づく

定期点検 

・建築物の敷地・

構造は 3 年以内

ごと 

・特定建築設備

（昇降機、その

他）は 1 年以内

ごと 

・敷地、建築構造、建築仕上げ、

防火区画、建築設備などの損

傷、腐食その他の劣化状況 

各種設備等の 

法定点検 

・各月 
・受変電設備（キュービクル） 

・浄化槽設備等 

・年 2 回 ・消防用設備 

各種設備の 

自主点検 
・年 2 回 ・自動ドア 

施設管理

担当課職

員 

現地調査 
・年 1 回 

・施設の劣化状況の把握、不具

合個所の確認 

・マネジメントシステムへの入力 

・日常 ・日常的な設備の点検 
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第6章 消防施設の実施計画 

6-1 改修等の優先順位付けと実施計画 

（1） 実施時期の考え方 

「施設の状態等」や「施設整備の基本的な考え方」、「施設整備の水準等」を踏まえ、消防施設の改修

等に関する優先順位付けの考え方を示します。 

優先順位付けについては、劣化度の点数が高い施設から順に行うことを基本としますが、改修等

の実施時期の平準化を図るため、次の点を考慮して、優先順位付けを行うものとします。 
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（2） 実施スケジュール 

直近 10 年間の整備スケジュール 

 

 

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費

新増築事業

改築事業
取手消防署
訓練棟（設計）

3,620
取手消防署
訓練棟（工事）

88,820

耐震化事業

長寿命化改修

大規模改修
（老朽化）

中規模改修
（老朽化）

防災関連事業

トイレ整備 宮和田出張所 8,160

空調設備

バリアフリー・
ユニバーサル

デザイン

脱炭素化

部位修繕

各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808 各施設合計 4,808

各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038 各施設合計 19,038

23,846 32,006 27,466 112,666 23,846 23,846 23,846 23,846 23,846 23,846

2024(R06) 2025(R07) 2026(R08) 2027(R09) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13) 2032(R14) 2033(R15)

その他の施設整備費

維持修繕費

光熱水費・委託費

合　計

年度

施
設
整
備
費

（単位：千円） 
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（3） 優先順位一覧表 

 

※消防団施設については、第１次行動計画で示された「事後保全型維持管理手法の考え方」に沿い修繕

及び建替え若しくは廃止を検討するため、消防本部施設のみとしています。 

 

 

（4） 更新までの対策費用（概算） 

計画的に、建物の耐久性や、機能水準を引き上げる改修等を行うことで、長寿命化を図った場合にかか

る維持管理・更新コストについて、総合管理計画に定めた単価（長寿命化）により試算を行ったことろ、以

下のように従来型に比べ総額２７億円、１年間当たりの平均で０．９億円の削減効果が見込まれます。 

 

  

優先度

１
優先度

２
優先度

３

1 消防本部・取手消防署 取手消防署 訓練等A 8011 S 2 145 1989 事後 ① 2024 存続 60 34

2 消防本部・取手消防署 取手消防署 訓練等B 8012 S 2 104 1988 事後 ① 2024 存続 54 35

3 椚木消防署　宮和田出張所 椚木消防署　宮和田出張所 8021 RC 2 750 1993 予防 ① 2028 未実施 40 30

4 椚木消防署 椚木消防署 8018 RC 2 1,301 1983 予防 ① 2022 存続 42 40

5 消防本部・取手消防署 消防本部・取手消防署 8010 RC 3 2,253 1989 予防 ① 2024 存続 41 34

6 戸頭消防署 戸頭消防署 8014 RC 2 850 1975 予防 ① 2022 存続 39 48

7 吉田消防署 吉田消防署 8015 RC 2 858 1980 予防 ① 2022 存続 39 43

築年数
総合
劣化度

あり方の検討

優先
順位

施設名 建物名 棟番号 構造 階数
延床
面積
（㎡）

建築
年度

保全
種別

種別
実施
年度

結果

：築30年以上：築50年以上
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6-2  改修等のコストの見通し ～維持・更新の課題と今後の方針～ 

消防本部施設（宮和田出張所を除く）については、令和元年（2019)から令和４年（2022)にかけ大規

模改修工事を実施したことにより、当面の間は改修等のコストが軽減される見通しです。その後は各施設

約２０年を目処に修繕・改修工事を実施し長寿命化を図っていくことから周期的にコストが増すことが予

想されます。また、宮和田出張所については令和１０年（２０２８）のあり方の検討①において施設の運用期

間を設定します。 

消防団施設については大半の施設が建築後３０年を経過していることから、随時修繕が必要となり、ま

た、標準耐用年数である６０年を迎える施設を順次更新していく必要があることから、今後、修繕及び更新

のコストが大幅に増えることが予想されます。 

市の財政状況も厳しい中で、いかにしてコスト削減するかが大きな課題となりますが、消防施設は市民

の安全・安心な暮らしを守る消防活動等の重要な拠点施設であるため、今後も長期に使用出来るよう、計

画的な保全の考え方に基づく改修等を実施し、長寿命化を図り機能を維持していくことが必要となります。

公共マネジメントシステムの活用により、劣化状況等を総合的に加味し、計画的な工事予算の平準化を行

うことで、財政負担の軽減を図ります。 
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第7章 計画の推進について 

7-1  情報基盤の整備と活用 

公共施設等の長寿命化を図っていくためには、建築基準法第 12 条の法定点検結果や定期的な劣化状

況調査結果などの施設の状態に関する情報を個別に整理するのではなく、公共施設マネジメントシステム

を活用して、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする維持管理情報、修繕履歴や劣化情報について、デ

ータベースを定期的に更新し、一元管理を行い庁内での情報共有を図ります。 

7-2  推進体制等の整備 

市の公共施設マネジメントの全体調整を担う公共施設マネジメント所管課との協議・アドバイスのもとで、

施設管理担当課で計画推進に取り組みます。また、推進にあたって重要な政策決定や、計画の進行管理・

見直し、保全対応などの協議は必要に応じて、提案内容を取手市公共施設マネジメント戦略会議で協議し

て方針を定めます。 
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7-3  フォローアップ 

今回の計画は今後１０年間の消防系施設の維持・更新についての方針を示すものであり、その後は状況

の変化等に対応して、あらためて計画を見直す必要があります。 

将来にわたって適切な公共施設のマネジメントを行っていくにあたり、以下の PDCA サイクルによって、

継続的に計画の実施状況を確認し、施設や市をとりまく状況を踏まえて、見直しを行っていきます。 

 

・PLAN（計画）   ： 施設の劣化状況等を踏まえた個別施設計画を策定します 

・DO（実施）     ： 個別施設計画に基づく維持・改修・改築を行います 

・CHECK（評価）  ： 実施結果の評価・検証を行います 

・ACTION（改善） ： 検証結果を踏まえて必要に応じて個別施設計画を見直します 

 

 

 

7-4  市民との情報共有・協働のあり方について 

 サービスの対象としては全市民が対象です。安全で安心なまちづくりのため、市民はもとより関係機

関の声を十分に尊重し、情報共有を図りながら検討を進めていきます。 
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参考資料 

（1）  建物調査シート 
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